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米国関連資料 

特許出願ファミリ内で複数の特許出願を優先権主張の基礎とする場合に 

留意すべき興味深い訓戒が示された CAFC判決 
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１．はじめに 

 正しく優先権主張が行われた場合、先にファイルされた特許出願に記載された発明の主題であ

って、後にファイルされた特許出願にも記載された発明の主題の優先日は、先にファイルされた

特許出願の出願日となります。先の優先日と実際の出願日との間に介在する日付の参考文献を後

の特許出願の先行技術から除外することができることが、先の優先日を有することのメリットの

一つです。また、優先権主張に基づいて、上記日付の参考文献を先行技術から除外することによ

って、特許クレーム発明の範囲が制限されるプロセキューション履歴禁反言の法理が適用される

ことから免れます。 
 

 このような状況下で、最近、米国特許出願において、特許出願ファミリ内で複数の特許出願を

優先権主張の基礎とする場合に、留意すべき興味深い訓戒が示された判決が CAFC によって下

されました。この CAFC判例およびその関連の CAFC判例について、以下に詳細に説明します。 
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